
向

授

の

解

体

北

西

弘

は

じ

め

一
向
一
授
の
研
究
は
、
戦
後
め
ざ
ま
し
く
発
展
し
、

そ
の
意
義
も
具
体
的
に
追
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

だ
が
、
従
来
の
研
究
は
概
し
て
一
撲
の
展
開
過
程
を
問
題
と
し
、
そ
れ
の
解
体
に
つ
い
て
問
う
こ
と
が
す
く
な
か
っ
た
。
も
し
あ
っ

た
と
し
て
も
そ
の
大
部
が
理
論
的
要
請
に
よ
る
指
摘
で
あ
っ
て
、
実
証
性
を
欠
く
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ひ
と
り
一
向
一
撲
だ
け

で
な
く
、
土
一
撲
や
国
一
撲
の
研
究
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て
石
田
善
人
氏
は
、

日
本
封
建
制
の
成
立
史
上
、
重
要
な
位
置
を
し
め
る
織
豊
政
権
の
研
究
に
つ
い
て
、

そ
の
政
権
が
よ
け
て

と
お
れ
な
か
っ
た
一
向
一
撲
の
研
究
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
の
あ
る
こ
と
を
提
言
し
、

一
向
一
授
研
究
の
意
義
を
こ
の
面
で
確
認

し
た
こ
と
が
あ
る
。

石
田
氏
の
こ
の
正
し
い
み
と
お
し
を
満
足
さ
す
た
め
に
も
、
私
は
こ
こ
に
一
投
解
体
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
。
解
体
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
が
、
そ
の
ま
ま
教
団
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
変
化
や
、
近
世
社
会
出
現
の
具
体
的
な
あ
と
ず
け

に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
向
一
授
の
解
体

八
五



一
向
一
撲
の
解
体

八
六

と
こ
ろ
で
一
授
の
解
体
に
つ
い
て
、

①
 

ふ
る
く
は
鈴
木
良
一
氏
の
所
説
が
あ
る
。
氏
は
解
体
を
敗
北
と
換
言
し
、
そ
れ
は
百
姓
の
分
解

名
主
の
裏
切
り
に
よ
る
と
説
い
た
。
明
快
な
理
論
的
指
摘
で
、

お
お
い
に
注
目
さ
れ
た
が
、
構
造
分
析
の
ふ
か
ま
り
に
よ
っ
て
種
々
の

一
段
解
体
を
、
門
徒
団
内
部
に
お
け
る
、
本
願
寺
コ
l
ス
・
地
侍
国
人
コ
l
ス
・
農
民
コ
l
ス
の
分
裂

＠
 

抗
争
に
よ
る
内
部
崩
壊
だ
と
論
述
し
た
石
田
善
人
氏
の
所
説
や
、

批
判
が
う
ま
れ
た
U

そ
の
後
、

て
、
生
き
る
た
め
大
名
の
下
に
転
身
し
、

一
撲
の
中
川
悦
で
あ
っ
た
国
人
層
が
、
本
願
寺
を
理
用
出
来
な
く
な
っ

①
 

そ
れ
が
解
体
の
実
相
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
笠
原
一
男
氏
の
所
説
、
さ
ら
に
、
越
前
一
挟
を

と
り
あ
げ
、

そ
の
解
体
を
、
教
団
と
郷
村
の
一
郭
離
相
魁
と
い
う
点
か
ら
言
及
し
、
政
権
の
性
格
、
坊
主
衆
の
両
極
分
解
（
領
主
的
大
坊

主
と
百
姓
的
寺
坊
）
、
惣
村
の
村
落
共
同
体
へ
の
展
開
、
寺
院
相
互
の
嫉
視
反
感
に
よ
る
仲
間
わ
れ
、
等
を
指
摘
し
た
井
上
鋭
夫
氏
の

④
 

所
見
な
ど
が
あ
る
。
と
も
に
有
力
な
所
説
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
国
人
が
大
名
の
権
勢
下
に
転
身
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
本
願
寺
を
理
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
内
容
自
体
に
あ
る
の
で
あ
り
、

ま
た
仲
間
わ
れ
や
村
落
共
同
体
へ
の
展

開
と
い
う
、
事
実
や
そ
の
条
件
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
原
因
が
関
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来
我
々
は
、
歴
史
的
条
件
を

原
因
に
ス
リ
変
え
て
考
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
が

条
件
が
必
ず
し
も
原
因
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
反
省
す
や
へ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の

占川、

一
挟
解
体
に
つ
い
て
、
今
日
な
お
多
く
の
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
向
一
撲
の
解
体
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
天
正
八
年
の
い
わ
ゆ
る
、

石
山
戦
争
の
解
体
と
、
天
正
八
年
以
後
に
み
ら
れ
る
諸
一
投

イ
ニ
シ
ャ
チ

l
プ
を
に
ぎ
っ
て
い
る
一
撲
は
、

⑤
 

末
す
る
が
、
そ
の
後
、
戦
闘
大
名
や
国
人
衆
が
支
配
す
る
一
向
一
授
が
各
地
に
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
天
正
八
年
以
降
の
一
撲
は
、
以

の
解
体
と
の
こ
つ
に
わ
け
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
願
寺
が
、

一
応
天
正
八
年
で
結

前
の
一
向
一
授
と
本
質
的
に
こ
と
な
り
、
積
極
的
な
政
治
生
命
は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
、

そ
れ
は
幕
藩
体



制
成
立
期
の
社
会
的
諸
矛
盾
を
ふ
ま
え
て
発
生
し
た
一
授
で
あ
り
、
こ
の
点
、
重
要
な
意
義
を
も
っ
一
撲
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
天
正
八
年
以
後
の
一
向
一
撲
を
み
る
場
合
そ
れ
に
は

〔

1
〕

豊
臣
政
権
の
天
下
統
一
に
利
用
さ
れ
あ
る
い
わ
関
係
し
、
統
一
政
権
の
支
配
下
に
属
し
た
一
向
一
授
。

〔

2
〕

統
一
政
権
に
抵
抗
す
る
他
の
権
力
と
て
い
け
い
し
た
一
向
一
段
。

〔

3
〕

地
方
領
主
の
封
建
知
行
化
に
抵
抗
し
た
地
域
的
一
向
一
挟

の
三
つ
の
型
が
あ
っ
た
。

⑤
 

天
正
十
一
年
四
月
、
柴
田
勝
家
に
対
抗
し
た
秀
吉
が
、
加
賀
の
一
向
一
撲
に
活
動
す
る
よ
う
催
促
し
た
こ
と
、
同
じ
く
、
天
正
十
二

⑦
 

年
四
月
、
越
中
瑞
泉
寺
、
安
養
寺
に
対
し
一
撲
を
催
促
し
た
こ
と
、
同
年
九
月
、
佐
々
成
政
が
秀
吉
に
抵
抗
し
た
時
、
在
京
の
瑞
泉
寺

＠
 

が
、
一
向
一
段
を
催
し
て
秀
吉
に
協
力
し
よ
う
と
申
し
入
れ
た
こ
と
等
は
〔
1
〕
の
場
合
で
あ
り
、
天
正
十
年
卯
月
八
日
、
上
杉
景
勝

＠
 

が
越
中
善
徳
寺
に
、
国
中
の
一
撲
を
催
し
柴
田
勝
家
に
対
抗
さ
せ
た
こ
と
、
同
年
十
月
に
お
け
る
上
杉
景
勝
と
加
賀
一
向
一
撲
の
て
い

⑩

⑪

 

け
い
、
天
正
十
二
年
四
月
以
降
の
伊
勢
美
濃
の
一
換
、
な
ど
は
〔
2
〕
の
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
天
正
十
三
年
八
月
頃
か
ら
み
ら
れ
る

⑫
 

飛
騨
金
森
氏
に
対
す
る
一
撲
は
〔
3
〕
の
場
合
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
天
正
八
年
以
降
の

一
向
一
撲
が

す
べ
て
こ
の
三
類
型
に
判
然
と
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
撲
が
並
立
的
に
分
解

し
、
相
互
に
括
抗
し
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い

一
つ
の
一
向
一
撲
が
、
当
面
し
た
情
勢
に
対
応
し
、
適
宜
そ
の
行
動
を
変
更
し
、

時
に
は
武
家
の
統
一
権
力
と
妥
協
し
、
時
に
は
真
向
か
ら
そ
れ
と
対
抗
し
た
事
実
が
多
い
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
よ
う
な
一
撲
の
類
型

化
を
あ
え
て
こ
こ
ろ
み
た
理
由
は
、
権
力
に
対
す
る
一
撲
の
対
応
変
化
が
一
体
い
か
な
る
条
件
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
か
を
考
察
し
、

政
権
の
推
移
と
一
撲
の
推
移
を
法
則
的
に
把
握
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
能
笠
諸
橋
郷
に
と
り
、

と
く
に
天
正
八
年
以
降
の
一
撲
を
考
え
て
み
よ
う
。

一
向
一
授
の
解
体

人

七



一
向
一
授
の
解
体

A 
A 

諸
橋
郷
と
は
、
能
登
鳳
至
郡
に
属
し
、
鉢
伏
山
地
の
東
南
に
あ
た
り
、
寝
山
湾
・
内
浦
に
面
す
る
地
域
で
あ
る
。

天
文
元
年
七
月
の
、

六
郷
と
呼
ば
れ
て
い
る

「
諸
橋
六
郷
棟
数
注
文
」
、
な
ら
び
に
同
年
旧
記
の

つ
諸
橋
六
郷
衆
列
名
」
に
よ
れ
ば
そ
の
構
成
は
A
図
の
如

く
で
あ
っ
て
、
各
村
は
、
六
郷
衆
と
呼
ば
れ
る
有
力
農
民
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。

(A］図

円六衆 l 
義弘fP'l' I 2 I 
古 君 I 42 I石倉 I 

l~l!t：~－~尉 l~It~ I I I 

甲 1 1541阿蝕公文蝕番頭
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鹿 波｜ 531七郎左衛門同右鳥
山田凹ケ村l151 1 J彦左衛門尉
！山田問ケ村i681 ！同太郎左衛門尉
宇出津｜ 75 r次郎兵衛同源右衛門尉
波｜ 67 [ 七郎右衛門尉

波 並1431飯森
鵜 n1 I 941 藤兵衛尉
i j宅津記｜ ｜万年藤左衛門尉

言j:1.阿曾良は甲村の小名

木下・向九郎兵衛尉

ふ
る
く
は
、
諸
橋

で
は
、
六
郷
衆
と
い
わ
れ
る
有

力
農
民
は

い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
性
格
を
有
し
、
郷
支
配
の

権
力
系
譜
に
お
い
て
い
か
な
る

地
位
を
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か

鵜天
川文
天三
満年
宮晶八
本〉月
殿十
σコプ〈
棟日
札付
にの

よ
れ
ば
、
当
時
諸
橋
六
郷
の
権

代、領、力
官、主、系
（（譜
丸温は
山井、

源兵
左庫
衛介
門総
尉貞

＼｝ノ

福



田
藤
左
衛
門
尉
）

庄
官
衆
（
万
年
藤
左
衛
門
尉
・
中
村
五
助
・
江
島
九
郎
五
郎
）

百
姓
衆
（
坂
尻
名
藤
兵
衛
尉
・
羽
田
名
五
郎
兵
衛
尉
・
横
山
名
右
衛
門
尉
・
脇
名
近
守

榎
名
右
衛
門
尉
・
宇
賀
名
左
衛
門
次
郎
・
里
山

御
子
名
三
郎
次
郎
・
宮
旧
名
右
近
尉
・
菅
沢
名
介
尉
・
一
ノ
民
名
左
近
水
口
名
三
郎
次
郎
・
赤
名
与
三
郎
両
堂
与
三
郎
・

岡
兵
衛
太
郎
）

と
次
第
さ
れ
て
い
る
。
代
官
に
対
し
庄
官
衆
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
立
場
と
職
掌
を
有
し
た
の
か
さ
だ
か
で
な
い
が
、

A
図
で
六

郷
衆
の
一
人
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
万
年
藤
左
衛
門
が
、
こ
こ
で
は
庄
官
衆
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
志
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
く
だ
っ
て
天
正
初
年
頃
に
は
、
領
主
↓
給
人
↓
扶
持
人
↓
百
姓
の
系
譜
が
あ
り
、
同
十
一
年
頃
の
系
譜
は
、

前
田
利
家
↓
長
氏
↓
領
主
（
飯
河
義
宗
）
↓
代
官
↓
扶
持
人
↓
百
姓
と
考
え
ら
れ
る
。
六
郷
衆
と
は
大
凡
こ
の
内
の
扶
持
人
ク
ラ
ス
の

人
々
を
指
す
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

彼
等
は
、
扶
持
米
を
給
さ
れ
（
後
述
）

⑮
 

一
村
の
年
貢
収
取
は
彼
等
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
有
力
百
姓
を
こ
の
よ
う
に
扶
持

人
と
し
て
任
用
し
、
こ
れ
を
村
役
人
化
し
た
理
由
は
、
前
田
利
家
が
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
領
国
支
配
に
対
す
る
村
落
の
反
抗
を
お
さ
え

ょ
う
と
し
た
た
め
で
あ
り
、

ま
た
彼
等
の
伝
統
的
な
村
に
お
け
る
統
制
力
を
利
用
し
て
年
貢
を
徴
集
し
、

そ
の
知
行
を
ま
っ
と
う
し
よ

う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
大
名
の
土
地
知
行
制
区
お
け
る
過
渡
的
形
態
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
天
正
八
年
以
降
な
お
、
前
期
的
な
権
力
構
成
が
多
分
に
残
存
さ
れ
て
は
い
る
が
、
他
面
農
民
保
護
策
の
名
に
お
い
て
、

⑬
 

給
人
代
官
扶
持
人
の
反
動
が
き
わ
め
て
厳
重
に
統
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
如
く
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
確
認
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
過
渡
的
形
態
が
、
こ
の
頃
の
一
向
一
撲
を
存
在
さ
せ
る
基
本
的
な
条
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

天
正
十
五
年
二
月
、

九
州
に
出
征
し
よ
う
と
し
た
前
田
利
勝
が

越
中
一
向
宗
門
徒
の
人
質
を
徴

一
向
一
撲
の
解
体

/¥. 
九
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⑫
 

句
、
慶
長
五
年
三
月
、
関
ケ
原
合
戦
の
時
代
、
同
じ
く
前
田
家
が
鳳
至
郡
下
の
真
宗
僧
を
人
質
と
し
て
詰
番
さ
せ
、
さ
ら
に
降
っ
て
は

⑮
 

慶
長
十
九
年
十
二
月
、
大
阪
陣
に
際
し
て
、
羽
咋
本
念
寺
、
鹿
島
長
福
寺
、
鳳
至
本
誓
寺
、
珠
洲
妙
厳
寺
等
を
金
沢
城
に
つ
め
さ
せ
、

⑩
 

ま
た
「
諸
橋
六
郷
之
内
御
道
場
衆
掃
地
帯
」
と
い
い
、
彼
等
に
軍
役
を
課
し
て

諸
橋
六
郷
の
道
場
方
に
証
人
（
人
質
）
を
申
し
つ
け
、

い
る
こ
と
は
、
教
団
が
前
田
氏
の
権
勢
に
服
従
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
と
考
え
る
よ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
一
向
一
授
の
可
能
性
、

極
言
す
れ
ば
在
郷
の
過
渡
的
形
態
の
残
有
を
物
語
る
史
徴
と
し
て
う
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
扶
持
人
層
が

一
様
に
本
願
寺
教
団
の
構
成
員
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
こ
れ
を
確
認
す
る
史
料
を
も
っ
て

し
か
も
鳳
歪
郡
に
は
、
真
言
宗
や
曹
洞
宗
、
さ
ら
に
日
蓮
宗
の
寺
院
も
多
く
み
ら
れ
、
万
年
藤
左
衛
門
が
鵜
川
天
満
宮
の
壇

む

越
で
あ
っ
た
川
、
あ
る
い
わ
同
門
の
万
年
清
右
衛
門
が
七
海
村
の
曹
洞
宗
万
年
寺
の
施
主
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
か
ら
、
厳
密
な
吟
味

、：、。

市

V
中
山
旬
、

ν

し
か
し
い
ま
た
と
え
彼
等
が
本
願
寺
の
門
徒
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
天
文
二
十
年
、
温
井
備
中
入
道
が
、
能
登
に

＠
 

お
い
て
真
宗
の
坊
舎
を
建
立
し
よ
う
と
し
、
屋
敷
地
の
寄
進
や
守
護
不
入
の
安
堵
を
申
し
入
れ
た
こ
と
や
、
永
禄
八
年
に
お
け
る
鳳
至

郡
四
組
の
結
師
、
さ
ら
に
諸
橋
次
郎
兵
衛
と
一
挟
の
関
係
な
ど
を
考
え
る
と
き
、
い
か
な
る
扶
持
人
も
一
向
一
挟
と
無
関
係
に
は
そ
の

が
必
要
で
あ
る
。

社
会
性
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
、

つ
ぎ
に
次
郎
兵
衛
を
中
心
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

諸
橋
次
郎
兵
衛
と
は
、
諸
橋
村
内
の
前
波
に
居
を
し
め
る
有
力
農
民
で
、

A
図
で
示
し
た
如
く
六
郷
衆
中
の
一
人
で
あ
る
。
天
正
入

国
人
武
家
の
温
井
景
隆
・
一
二
宅
宗
隆
・
平
尭
知
・
三
宅
長
盛
・
遊
佐
盛
光
等
は
、

＠
 

抗
し
、
諸
橋
六
郷
の
坊
主
衆
・
百
姓
中
に
馳
走
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
時
、
坊
主
衆
の
代
表
と
し
て
西
了
が
、
百
姓
中
の
代
表
と
し
て

年
卯
月
二
十
六
日

信
長
方
で
あ
る
長
連
龍
と
対

次
郎
兵
衛
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
六
郷
衆
中
に
た
け
る
次
郎
兵
衛
の
位
置
と
、
同
郷
が
坊
主
衆
と
六
郷
衆
H
長
百
姓

一
向
一
授
の
解
体

九



一
向
一
授
の
解
体

九

温
井
等
か
ら
貢
用
の
内
三
分
の
一
ー
を
、

に
よ
り
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
西
了
・
次
郎
兵
衛
は
国
人
武
家
へ
の
協
力
を
約
し
た
も
の
の
如
く
、
同
月
二
十
九
日
、

＠
 

五
カ
年
間
用
捨
す
る
と
の
保
証
を
う
け
て
い
る
。
こ
こ
で
我
々
は
坊
主
・
長
を
中
心
と
す
る
在

地
の
共
同
体
が
、
な
台
前
期
的
な
体
制
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
よ
み
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
能
登
地
方
は
、
織
田
信
長
↓
柴
田

勝
家
↓
長
連
龍
の
系
統
と
、
上
杉
景
勝
↓
温
井
・
三
一
宅
の
系
統
に
わ
か
れ
、

血
み
ど
ろ
な
攻
防
戦
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
も
こ
の

場
合
、
在
地
国
衆
、
百
姓
衆
の
把
握
が
政
権
確
立
の
成
否
を
決
す
る
重
要
な
鍵
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
正
七
年
二
月
一
二
日
、
上

杉
景
勝
は
、

五
十
公
野
重
家
等
を
し
て
七
尾
の
城
主
鯵
坂
長
実
に
参
陣
を
〉
つ
な
が
し
た
が
、
そ
の
節

（怠）

「
国
衆
其
外
各
へ
有
御
異
見

自
然
此
段
国
衆
於
疑
心
者

自
我
々
誓
紙
差
越
申
候
間

一
刻
も
早
く
御
出
勢
被
遂
御
本
意
候
様
御
馳
走
肝
要
候
＠
 

各
へ
為
見
可
被
申
由
御
意
候
L

と
い
っ
て
い
る
。
も
っ
て
そ
の
聞
の
情
況

を
し
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
も
、
こ
こ
に
一
向
一
授
の
存
続
し
う
る
根
拠
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
如
く
で
あ
る
が
、

特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は

一
向
一
段
の
存
続
条
件
が
こ
こ
に
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
中
世
的
な
性
絡
を
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
ω

初
期
の
近
世
的
大
名
が
、
生
産
力
に
照
応
し
な
い
軍
役
の
過
重
性
に
よ
っ
て
、
全
余
剰
労
働
の
搾
取
を
よ
ぎ
な
＠
 

く
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
幕
洛
制
の
第
一
段
階
に
お
け
る
基
本
的
な
特
徴
が
あ
る
と
、
既
に
佐
々
木
潤
之
介
氏
は
指
摘
し
て
い
る
が
、

か
か
る
過
渡
的
な
形
体
が
一
向
一
投
と
街
接
な
連
関
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
矛
店
の
止
揚
が
一
撲
の
解
体
に
通
ず

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

で
は
こ
の
矛
店
の
止
揚
は
近
位
武
家
に
よ
っ
て

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

先
に
も
ふ
れ
た
が
、
武
家
大
名
に
よ
る
扶
持
人
の
設
置
が
、
矛
盾
止
揚
の
き
わ
め
て
重
要
な
足
が
か
り
と
な
っ
た
こ
と
を
ま
ず
指
摘

し
た
い
υ

近
世
大
名
の
知
行
原
則
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
政
策
は
矛
盾
の
反
復
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
、
矛
盾
を
根

本
的
に
止
揚
す
る
よ
す
が
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。



天
正
八
年
六
月
五
日
、
諸
橋
六
郷
に
再
び
馳
走
を
も
と
め
た
温
井
氏
は
、

＠
 

そ
の
中
心
人
物
次
郎
兵
衛
に
千
疋
を
永
代
扶
持
し
た
が
、

さ
ら
に
つ
よ
く
お
し
す
す
め
ら
れ
た
。
天
正
十
年

⑩
 

か
ら
十
二
年
に
か
け
て
、
鳳
至
・
鹿
島
・
羽
咋
三
部
だ
け
で
も
相
当
数
の
事
例
が
認
め
ら
れ
る
ω

い
う
ま
で
も
な
く
次
郎
兵
衛
は
、
天

こ
う
し
た
傾
向
は
、
天
正
九
年
一
月
、
前
田
利
家
が
能
登
に
封
じ
ら
れ
て
か
ら
も
、

正
十
一
年
十
二
月
一
日
二
十
俵
を
扶
持
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
珠
洲
郡
妙
厳
寺
が
、
直
郷
西
方
寺
村
で
二
十
五
俵
の
扶
持
を
う
け
て
い

⑩
 

る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
う
し
た
扶
持
人
の
設
定
は
い
か
な
る
必
然
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
矛
盾
止
揚
の
た
め
に
と
ら
れ
た
便
法
で
あ

り
、
旦
つ
貢
納
の
完
墜
を
期
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
も
指
摘
し
た
が
、
そ
の
条
件
と
し
て
我
々
は
荘
郷
の
解
体
と
自
然

家
落
の
行
政
単
位
化
の
事
実
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
広
面
積
に
わ
た
る
荘
園
的
な
荘
郷
を
解
体
し
、
自
然
村
落
を
行
政
単
位
と

し
て
の
村
に
く
み
か
え
、
次
第
に
作
人
的
占
有
権
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
近
世
的
意
図
を
、
も
っ
と
も
具
体
的
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る

と
き
必
然
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
扶
持
人
の
設
定
で
あ
る

で
は
、
封
建
支
配
の
単
位
と
な
る
行
政
村
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
c

諸
橋
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
こ
の
郷
は
諸
橋
六
郷
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
六
村
に
つ
い
て
、
文
応
二
年
の
「
諸
橋
六
郷
目
録
之
事
」
に
は
、
本
郷
・
阿
曾

良
・
曾
良
・
古
君
・
宇
出
津
・
藤
並
を
あ
げ
、
同
じ
く
文
応
二
年
七
月
の
「
諸
橋
本
郷
稲
荷
宮
神
役
注
文
」
に
は
、
本
郷
・
阿
曾
良
・

鹿
並
・
右
君
・
波
並
・
宇
出
津
を
あ
げ
て
い
る
。

い
ま
両
者
を
対
照
す
る
と
、
前
者
に
「
曾
良
」
を
記
し
、
後
者
に
「
波
並
」
を
記
す

相
呉
は
あ
る
が
、
数
の
上
で
ち
が
い
は
な
い
。
曾
良
・
波
並
両
村
が
こ
の
二
つ
の
史
料
で
、

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
記
載
さ
れ
て
い
る
理
由

は
、
出
村
散
村
と
し
て
の
あ
っ
か
い
に
よ
っ
た
た
め
な
の
だ
ろ
う
か
、
今
の
と
こ
ろ
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。

と
こ
ろ
で
右
の
史
料
に
出

る
村
は
七
村
で
あ
っ
て
六
郷
と
い
わ
れ
る
所
以
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

「
同
時
瞳
噺
余
」
に
よ
れ
ば
、
上
賀
茂
六
郷
と
い
う
と
き
も
、
本
郷
を
入
れ
て
い
な
い
。

六
郷
と
い
う
場
合
、

本
郷
を
か
ぞ
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
天
文
元
年
に
く
だ
る
と
、
先
に
紹
介

一
向
一
授
の
解
体

九



一
向
一
撲
の
解
体

九
四

し
た
六
郷
衆
列
名
に
は
十
三
一
カ
村
を
、

同
じ
く
諸
橋
六
郷
棟
数
法
文
に
は
、
出
村
宏
入
れ
て
十
四
カ
村
を
か
ぞ
え
村
名
は
約
倍
に
な
っ

て
い
る

つ
ぎ
に
永
禄
八
年
の
本
誓
寺
文
書
に
は
諸
橋
八
郷
と
あ
り
、
二
郷
を
ふ
や
し
て
い
る
。
さ
ら
に
く
だ
っ
て
諸
橋
稲
荷
の
伝
で

は

「
昔
八
十
六
村
、
今
十
七
カ
村
し
と
い
い
、
江
戸
時
代
の
末
期
に
い
た
る
や
二
十
一
カ
村
と
数
え
ら
れ
て
い
る
。

寛
保
二
年
五
月
の
稲
荷
社
神
職
堀
川
壱
岐
の
書
状
に
は

「
諸
橋
村
の
内
、
前
波
村
沖
波
村
は
中
古
よ
り
分
れ
」
た
と
い
い
、
小
村

落
の
分
立
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。
開
墾
や
出
作
に
よ
る
新
村
の
独
立
が
、
多
く
の
行
政
村
落
を
発
生
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
中
世
の
知
行
制
が
な
お
不
完
全
で
、

そ
の
支
配
が
郷
の
全
領
域
に
ゆ
き
わ
た
ら
ず
、
あ
る
い
は
ま
た
、
庄
園
的
伝
統
に
も
と
づ
い

て
段
銭
を
ま
と
め
た
た
め
に
、

そ
の
頃
の
史
料
に
は
村
落
名
が
遂
一
網
羅
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
来
落
の
絶
対
数
に
は
た
い
し
た

変
動
は
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
も
反
省
さ
れ
る
が

一
応
、
小
字
村
落
の
一
般
的
増
加
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
行
政
村
落
の
出
現
に
対
応
し
て
、

そ
こ
か
ら
完
全
な
収
奪
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
近
世
的
領
主
は
、
必
然
あ
た
ら
し
い
知
行
統
治
体

制
の
確
立
に
せ
ま
ら
れ
、
扶
持
人
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
設
置
し
た
扶
持
人
に
対
し
領
主
は
、
絶
対
的
な

権
限
を
与
え
、
無
条
件
に
こ
れ
を
信
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
年
貢
未
進
や
、
不
耕
作
地
の
出
た
場
合
、
扶
持
人
に
責
任
を
も
た
せ
、
直

＠
 

接
、
代
官
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
督
促
し
、
多
角
面
な
収
納
策
を
と
っ
て
い
た
。
代
官
・
給
人
・
扶
持
人
と
、

一
村
落
を
中
心
に
し
て
若

干
の
重
復
し
た
収
取
組
織
を
お
い
た
こ
と
は
、
近
世
的
知
行
の
原
則
に
背
反
す
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
政
権
確
立
期
の
大
名
に
と
っ
て

こ
れ
が
下
部
の
反
抗
を
デ
ィ
ヴ
ァ

l
シ
ョ
ン
す
る
た
め
に
、

も
っ
と
も
必
要
な
方
策
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
領
国
内
の
す
み
ず
み
ま
で
、
収
奪
の
手
を
の
ば
し
得
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
扶
持
人
と
な
っ
た
有
力
農
民
は
、
爾
来
百
姓
を
駆
使
し
て
、
軍
労
役
や
荒
蕪
地
の
開
墾
に
つ
く
し
、
封
建
知
行
の
一
翼
を
に

な
う
に
い
た
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
扶
持
人
の
、
農
民
層
に
対
す
る
権
力
的
な
対
応
性
が
、
こ
こ
に
原
則
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
農
民
に
対
応
す
る
扶
持
人
の
そ
う
し
た
存
在
性
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、
中
居
村
の
扶
持
人
、
真
清
田



右
衛
門
の
場
合
で
あ
ろ
う
。中
間
北
方
の
内
二
十
俵
を
扶
持
さ
れ
た
三
右
術
門
は

駒

小
百
姓
と
や
議
を
か
も
し
て
い
あ
ω

天
正
十

年
月
十
日

市
民
十
一
年
五
月
に
い
た
っ
て
、
公
事
の
儀
に
つ
い
て

即
J

り
公
引
の
儀
に
つ
い
て

一
一
店
街
門
と

中
川
の
わ
き
の
と
う
り
ょ
う
を
も
仕
候
百
姓
の
対
決

市
、
あ
る
υ

こ
の
内
川
、
近
世
的
に
脱
皮
さ
れ
つ
つ
あ
る
村
治
が
、

き
わ
め
て
不
安
定
な
条
件
を
内
蔵
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
ω

天
正
十
二
年
十
月
二
十
五
日
、
下
同
船
旅
が

同
盃
加
の
坊
主
衆
中
、
惣
門
門
徒
中
に
あ
て
て

「
前
田
殿
、
連
々
対
御
門
跡
椋
別
而
御
入
魂
之
儀
候
問
、
各
得
其
ぷ
知
疏
略
相
応
之
儀
可
令
馳
走
事
簡
要
候
、
自
然
一
撲
等
之
儀
、
自

堅
御
停
止
之
事
候
問
、

＠
 

候
旅
於
在
之
者
、
可
被

G
放
御
門
徒
候
旨
、
多
重
可
申
越
由
被
仰
出
候
」

何
方
申
催
儀
雌
在
之
、
兼
而
如
被
仰
出
候
、

惣
別
弓
箭
之
儀
、

左
様
之
儀
一
切
不
可
令
同
心
候
、
万
一
違
背

と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
村
落
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
変
革
に
と
も
な
う
不
安
に
乗
じ
て
、

一
撲
の
懸
念
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
扶
持
人
の
権
力
的
対
応
性
が
一
投
へ
の
ム

I
ド
と
逆
に
そ
れ
の
解
体
に
通
じ
、
封
建
支
配
の
基
本
機
構
た
る
初
期
の
村

は
、
こ
の
岡
田
性
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
の
両
面
性
の
う
ち
、

い
ず
れ
が
決
定
的
な
意
味
を
も

ち
、
そ
れ
に
作
用
す
る
歴
史
的
条
件
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
村
役
人
の
権
力
的
対
応
と

い
う
こ
と
を
、
次
郎
兵
衛
に
例
を
と
り
、

い
ま
少
し
た
ち
入
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
諸
橋
村
に
残
存
す
る
一
二
つ
の
年

貢
皆
済
状
と
鵜
飼
妙
厳
寺
の
管
理
す
る
西
方
寺
村
の
二
つ
の
皆
済
状
を
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

左
に
五
つ
の
皆
済
状
を
そ
れ
ぞ
れ
対
比
図
示
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
気
付
く
こ
と
は
、
諸
橋
の
場
合
天
正
十
一
二
年
に
比
し
十

六
・
十
七
年
に
高
が
約
三
百
八
十
俵
増
加
し
て
い
る
こ
と
（
西
方
寺
村
の
場
合
も
、
天
正
十
四
年
に
い
た
っ
て
一
一
十
一
俵
増
加
し
て
い

る
）
と
、
天
正
十
七
年
に
い
た
っ
て
、
未
進
が
皆
無
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
在
地
の
高
は
扶
持
人
等
に
よ
り
、
厳
格
に
検

出
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
増
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
も
ま
し
て
開
墾
と
い
う
事
実
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
天
正
十
六
年
の

一
向
一
授
の
解
体

九
五
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未

九
ノ、

諸
橋
皆
済
状
に
は
、
図
示
し
た
如
く
、
高
一
五

八
一
俵
三
石
六
斗
二
升
五
勺
に
対
し
、
開
墾
に

よ
る
出
来
分
三
七
九
俵
三
石
が
附
記
さ
れ
て
い

る
が
こ
れ
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
天

正
十
三
年
六
月
、
前
田
利
家
の
菅
原
行
長
、
中

川
太
郎
右
衛
門
、
杉
犀
百
姓
中
あ
て
の
文
書
、

さ
ら
に
同
年
同
月
の
府
中
組
百
姓
中
、
熊
木
百

姓
中
、
鳳
至
郡
百
姓
中
あ
て
文
書
伊
よ
れ
ば
、

荒
地
を
悉
く
開
作
し
、
も
し
荒
れ
た
ま
ま
放
置

し
て
お
け
ば

「
当
村
惣
百
姓
に
か
か
り
可
取

納
候
し
と
強
制
し
て
い
る
。
ま
た
同
十
五
年

月
十
三
日
前
田
利
家
は
、
鹿
島
郡
在
々
百
姓
に

あ
て

「
在
々
山
畑
を
新
儀
に
開
、
な
は
の
回

之
田
畠
を
荒
置
候
条
、
所
詮
山
畠
ニ
年
貢
を
可

取
｛民

但
先
規

と面
さ畠
忙を
め不
て荒
し、 tこ
る＠お
し、

前て
困者
氏

可
免
之
者
也
L

が
、
そ
の
経
済
的
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に

荒
地
に
対
し
呉
帯
な
関
心
を
示
し
た
こ
と
が
う



か
が
え
よ
う
。

つ
ぎ
に
未
進
の
減
少
傾
向
は

代
官
扶
持
人
の
督
促
に
よ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
天
正
十
四
年
十
二
月
、
利
家
は
西
方
寺
村
年
貢
の
未
進
に
対
し
、
こ
れ
を
妙
厳

＠
 

寺
に
ま
か
す
だ
け
で
な
く
直
接
代
官
を
派
遣
し
て
い
る
が
、
そ
の
聞
の
事
情
を
よ
く
示
す
。
ま
た
こ
の
収
奪
に
神
経
質
な
配
患
を
く
ば

っ
て
い
た
こ
と
は
、
利
家
が
、
給
人
代
官
と
百
姓
の
な
れ
あ
い
を
極
度
に
警
戒
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
。
即
ち
、
天

田
租
の
外
、
一
切
の
雑
税
を
給
人
に
納
付
し
な
い
よ
う
申
し
入
れ
、
同
十
一
年

七
月
十
二
日
、
直
郷
百
姓
中
に
あ
て
て
、
藩
の
ふ
れ
使
な
ど
に
ま
か
な
い
銭
ゃ
あ
し
な
か
代
な
ど
に
過
分
の
料
足
を
出
さ
な
い
よ
う
定

＠
 

め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
史
料
に
う
た
っ
て
い
る
如
く
、
こ
の
料
足
は
給
人
側
の
強
要
と
も
み
ら
れ
る
が
、
逆
の
場
合
も
充
分
想
定
で
き

正
十
年
十
月
十
九
日
、
利
家
は
穴
水
百
姓
中
に
あ
て
、

よ〉フ。

と
も
あ
れ
、
未
進
減
少
と
い
う
事
実
は
、
責
任
の
一
端
を
背
負
っ
た
扶
持
人
の
忠
実
さ
を
裏
が
き
す
る
も
の
で
あ
り
、

一
般
農

民
に
対
す
る
権
力
的
対
応
化
を
示
し
て
い
る
。

か
か
る
強
要
に
対
し
、
農
民
は
ま
ま
逃
散
に
よ
っ
て
抵
抗
す
る
。
天
正
十
九
年
二
月
十

七
日
付
、
前
田
安
勝
の
鳳
至
郡
本
郷
組
・
浦
上
組
・
内
保
組
・
和
田
村
組
百
姓
中
あ
て
書
状
に

「
今
度
在
々
百
姓
共
、

は
し
り
百
姓
共
い
づ
れ
も
き
L
、
迷
惑
ち
く
で
ん
之
由
候
問
、
様
子
相
尋
候
処
ニ
、
前
年
之
二
免
四
分
之
催

促
切
々
に
付
て
、
百
姓
は
し
り
候
之
由
申
候
問
、
其
段
京
都
へ
申
遣
候
条
、

一
道
御
返
事
候
問
、
催
促
一
せ
つ
有
間
敷
候
」

と
あ
り
、
そ
の
聞
の
事
情
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
頃
と
も
な
れ
ば
、
領
主
よ
り
以
上
に
給
人
代
官
が
収
奪
に
奔
走
す
る
さ
ま
が
み
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
封
建
的
知
行
の
進
展
が

感
得
で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
事
実
を
通
じ
て
我
々
は
、
在
地
に
お
け
る
不
安
定
な
過
渡
的
様
相
が
、

一
授
の
可
能
性
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
逆
に
扶

持
人
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
解
体
へ
の
道
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
と
が
納
得
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

一
向
一
授
の
解
体

九
七
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九
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む

す

び

天
正
入
年
石
山
開
城
ま
で
の
一
向
一
撲
は
、

本
願
寺
が
イ
ニ
シ
ァ
チ
l
ブ
を
に
ぎ
り
、
そ
の
下
に
組
織
づ
け
ら
れ
た
国
人
、
農
民

の
活
動
が
あ
っ
た
が
、
所
詮
、
本
願
寺
の
社
会
対
応
策
が
、
生
産
力
の
展
開
に
照
応
し
な
か
っ
た
た
め
に
解
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
本
願
寺
体
制
は
、
封
建
化
す
る
社
会
の
諸
体
制
に
外
か
ら
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

必
然
、

封
建
制
を
内
部
か
ら
体
制
他
し
て
い
っ
た
武
家
領
主
に
よ
っ
て
、
解
体
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、

一
度
そ
う

し
た
本
願
寺
と
の
政
治
的
キ
ズ
ナ
が
た
た
れ
た
と
い
っ
て
も
、
天
正
八
年
以
降
な
お
残
存
す
る
旧
社
会
の
擬
制
的
体
制
の
た
め
に
一
授

は
形
を
か
え
て
残
存
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
示
し
た
一
撲
の
三
類
型
の
う
ち
、
天
正
八
・
九
・
十
年
頃
ま
で
第
二
の
一
撲
八
統
一

政
権
に
抵
抗
す
る
一
段
〉
が
決
定
的
に
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
天
正
十
年
も
す
ぎ
る
と
、
特
に

封
建
知
行
の
基
本
機
構
と
な
る
新
村
の
発
生
が
め
だ
ち
、

そ
れ
が
教
団
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
改
変
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
、

ま
た
特
に
、
教
団

の
中
枢
と
な
っ
て
い
た
長
層
の
村
役
人
化
が
め
だ
ち

一
撲
は
解
体
の
様
相
を
こ
く
し
た
。
天
正
十
一
年
十
二
年
に
み
ら
れ
る
一
挟

が
、
主
と
し
て
第
一
の
一
挟
八
H
統
一
政
権
に
催
促
さ
れ
利
用
さ
れ
る
一
投
〉
に
性
格
を
展
化
し
た
の
も
、

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
爾

米
一
向
一
撲
は
ま
っ
た
く
近
世
の
百
姓
一
挟
的
性
格
に
う
つ
り
か
わ
り
、
天
正
十
一
二
年
以
降
は
、
第
三
型
の
一
撲
八
日
部
分
的
に
封
建

知
行
化
に
抵
抗
す
る
一
挟
〉
が
中
心
で
、

再
び
第
一
・
第
二
型
の
一
挟
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

き
わ
め
て
抽
象
的
な
い
い

方
で
は
あ
る
が

一
向
一
撲
に
は
中
世
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
り
、

そ
れ
は
社
会
体
制
の
近
世
化
に
よ
っ
て
必
然
色
あ
せ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

天
正
十
年
、
上
杉
景
勝
の
臣
長
景
連
が
、
能
登
に
侵
入
し
よ
う
と
計
っ
た
時
、

＠
 

そ
の
胸
中
を
あ
か
し
て

「
天
下
一
統
之
御
代
、
其
上
越
中
さ
へ
未
落
着
之
処
隔
遠
境
縦
引
率
大
軍
候
共
、

不
可
成
功
事
必
然
候
」



と
い
っ
て
い
る
が
、
時
代
を
天
下
一
統
の
御
代
と
評
し
た
言
葉
の
中
か
ら
、

我
々
は
一
撲
を
お
お
う
灰
色
の
雲
を
よ
み
と
っ
て
よ
い

し
、
立
場
こ
そ
ち
が
う
が
、
苦
悶
す
る
長
景
連
の
声
を
、
そ
の
ま
ま
一
授
軍
の
声
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑬⑬⑩①③⑦③＠④③②①註

鈴
木
良
一
氏
『
織
豊
政
権
論
」
そ
の
他

石
田
善
人
氏
「
国
一
授
と
一
向
一
授
L

（
日
本
歴
史
講
座
）

笠
原
一
男
氏
「
一
向
一
授
の
研
究
』

井
上
鋭
夫
氏
「
一
向
一
授
の
本
質
」
（
国
民
生
活
史
研
究
開
）

拙
稿
「
農
民
保
護
策
に
関
す
る
若
干
の
覚
書
L

（
大
谷
学
報
四
二
の
四
）

本
願
寺
文
書

瑞
泉
寺
文
書

瑞
泉
寺
文
書

越
中
善
徳
寺
文
書

別
本
歴
代
古
案

貝
塚
御
座
所
日
記
、
伊
勢
法
泉
寺
文
書

こ
の
金
森
氏
に
対
す
る
一
授
の
首
領
は
、
国
侍
三
家

l
l江
馬
左
馬
助
・
広
瀬
兵
庫
頭
・
鍋
山
左
近
太
夫
ー
ー
で
あ
る
が
、
坊
主
分
も
多
く
加

わ
り
事
実
は
一
向
一
授
で
あ
る
。
こ
の
事
状
は
、
天
正
十
五
年
八
月
四
日
、
白
川
照
蓮
寺
明
了
が
、
金
森
氏
の
将
、
石
徹
白
彦
右
衛
門
尉
長
澄

と
交
換
し
た
誓
書
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
（
石
徹
白
文
書
）

現
在
は
、
管
原
神
社
と
い
う
。

扶
持
人
の
動
向
に
つ
い
て
、
天
正
十
二
年
十
月
二
十
七
日
付
、
中
居
三
右
衛
門
伝
書
に
よ
れ
ば
、
年
貢
は
一
応
利
家
か
ら
三
右
衛
門
に
請
求
さ

れ
て
い
る
。
未
進
等
の
督
促
は
、
代
官
が
下
っ
て
そ
の
役
に
あ
た
っ
た
。

拙
稿
⑤

善
徳
寺
文
書

能
登
本
浄
寺
文
書

⑬⑬  ⑪⑮⑬  

一
向
一
撲
の
解
体

九
九
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⑧⑧⑧⑧⑧⑫⑧⑧⑬⑬  ⑩⑧  

能
登
妙
厳
寺
文
書
、
本
誓
寺
文
書

能
登
本
誓
寺
文
書

「
宝
殿
修
造
記
」
（
永
録
五
年
）

「
万
年
寺
由
来
書
」
（
貞
享
二
年
）

天
文
日
記
二
十
年
五
月
十
七
日
の
条

能
登
本
誓
寺
文
書

諸
橋
文
書

諸
橋
文
書

歴
代
古
案

佐
々
木
潤
之
介
氏
「
軍
役
論
の
問
題
点
L

文諸
橋
文
書
、
こ
う
し
た
扶
持
給
与
の
事
実
は
次
郎
兵
衛
に
か
ぎ
ら
な
い
。
同
年
六
月
一
日
に
は
、

れ
て
い
る
（
羽
昨
四
町
村
文
書
）

拙
稿
「
一
向
一
授
の
基
礎
構
造
」
（
大
谷
学
報
三
七
の
一
二
）

妙
厳
寺
文
書
に
よ
れ
ば
、
当
寺
は
弘
治
元
年
、
西
方
寺
村
分
知
所
を
、
遊
佐
続
光
よ
り
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
元
和
六
年
に
は
、
西
方
寺
村
の
内

十
二
石
五
斗
を
知
行
し
て
い
る
。
天
正
の
二
十
五
俵
扶
持
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。

天
正
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
付
利
家
主
回
状
（
妙
厳
寺
文
書
）
に
よ
れ
ば
、
妙
厳
寺
の
管
理
す
る
西
方
寺
村
に
未
進
が
生
じ
た
か
ら
、
早
速
、

寺
岡
平
右
衛
門
尉
、
片
岡
平
吉
、
小
塚
七
蔵
等
の
代
官
を
は
け
ん
し
、
こ
れ
を
督
促
し
て
い
る
。

中
居
三
右
衛
門
伝
書
、
天
正
十
一
年
五
月
十
一
日
付
前
田
安
勝
、
同
十
一
年
五
月
二
十
日
付
利
家
書
状
、

宗
秀
害
状

（
歴
史
一
評
論
一
四
六
・
七
）
そ
の
他
同
氏
の
「
歴
史
学
研
究
」
二
三
一
、
二
四
五
、
二
六

O
所
収
論

⑧ 

羽
昨
郡
四
町
村
の
永
三
も
二
十
俵
を
扶
持
さ

⑧ <;Jg) 

同
十
一
年
七
月
十
三
日
付
片
山
内
膳

⑧
鳳
至
郡
本
誓
寺
文
書

⑧
能
援
国
古
文
書

⑧
三
輪
文
書

⑧
⑧
に
同
じ
ο



⑧
鳳
至
郡
川
島
村
文
書

⑧
能
登
国
古
文
書

⑧
北
微
遺
文

一
向
一
授
の
解
体

。


